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第 137 回定例会

地域の会事務局資料

委員質問・意見等

第 136 回定例会（10 月 1 日）受付分

（ 浅賀委員 ）

 ９月運営委員会 に対する 意見

１１月の定例会で、コミセンの声がけが少ないと思う。案内は多く出して、出席（参加）がなくとも

良いが、防災（自然災害が多い為）に関心はあると思う。意見を問うのは２～３コミュニティで良いと

思う。因みに鯨波地区では、１０月に防災訓練が予定されている。

【事務局より】

市内全てのコミセンへ開催案内とポスターを送付しお知らせいたしました。

（ 武本（和）委員 ）

 規制委員会（規制庁）、東京電力、県市村 に対する 質問

口頭で発言のとおり。

別紙のとおり文書で質問します。

第 136 回定例会後（10 月 3 日）受付分

（ 徳永委員 ）

 資源エネルギー庁 に対する 質問

（第１３６回定例会（１０月１日開催）関連）

（「前回定例会以降の主な動き」資料 ３ページ参照）

九州電力川内原発関連、（２）、経済産業大臣から鹿児島県知事あてに、「政府が責任をもって対処して

いく」と言う内容の文書を、９月１２日に手交した。とあるが、責任を持つという表現が大変興味深い

ので、その文書の写しを次回の定例会で配布して欲しい。
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安田層の堆積年代に関する東京電力・規制庁・新潟県・柏崎市刈羽村への質問

武本和幸

１．2014.9.27、長野・岐阜県境の御嶽火山が噴火し多数の登山者が犠牲になり、相当範囲に火山灰が降った。

２．安田層中には、「10万年前に降灰した御嶽火山起源の広域火山灰（On-Pm1）が存在し、その上に東電が20

万年前降灰と主張する白色ガラス質テフラが存在する事実」を 1996 年の学術論文を根拠に示し、東電の安田層

認識の矛盾・誤りを提起し、事実関係を確認したい。

３．東京電力は、敷地内の安田層は古安田層であって、20万年前に堆積したもの、安田層に断層があっても古い

から規制基準に反しないとの見解を公表している（2013.4.18の安田層の堆積年代調査や9.27の新規制基準適合

性申請）。

４．荒浜砂丘研究グループは、1990年代初頭から柏崎平野周辺の安田層中の火山灰を採取・分析して、安田層中

から御嶽山起源の広域火山灰「On-Pm1」（10万年前降灰）が各露頭で確認されること、その上位に東電も確認・

公表している白色ガラス質テフラが存在していることを 1996年に学会誌の地球科学第50巻に「新潟県柏崎平野

の上部更新統中の火山灰一広域火山灰との対比一」で発表している。今から20年余前のことである。

５．当時の耐震設計審査指針では対象とする活断層は5万年前であった。2006年改訂の耐震設計審査指針や2012

発足の規制委規制基準では活断層は 12～13 万年前となった。5 万年基準では安田層が 10 万年前でも 20 万年前

でも、さほど問題はなかったが12～13万年基準となると 10万年前か20万年前かで決定的になる。なぜならば、

安田層を貫く断層が10万年前ならば不適合となり、柏崎刈羽原発は規制基準に適合せず廃炉となるからである。

６．調査・審査の在り方は、真実解明でなければならない。真実とは、誰が調査しても同じ結果が得られるもの

でなければならない。判断結果が再現されて初めて真実が認定されると考える。

以下、安田層の堆積年代の調査判断に関して東京電力・規制庁・新潟県及び柏崎市刈羽村に質問する。

●規制委規制庁・東京電力に対して、調査・審査の基本に関して質問する。

６．で指摘の「調査・審査は真実解明でなければならない。真実とは誰が調査しても同じ結果が得られるもの。

判断は他人に確認再現されて初めて真実」との認識で良いか。間違っているなら間違点を指摘されたい。

●東京電力に対して

・1996 年に学会誌の地球科学第 50 巻に「新潟県柏崎平野の上部更新統中の火山灰一広域火山灰との対比一」

を承知しているか。承知しているならば、論文指摘の諸項目を否定せずに安田層の東電見解は出せないはず。そ

れにもかかわらず安田層は古安田層で20万年前との見解を出した根拠は何か。

・安田層中の多数露頭で、広域火山灰「On-Pm1」が、その上に「白色ガラス質テフラ」が存在するとの荒浜

砂丘研究グループの見解を否定する観察・分析結果はあるのか。

・政府事故調は福島原発震災をもたらした原因を「見たくないものは見えない」と指摘した。東電は安田層中

の御嶽起源の火山灰を見たくないのではないのか。東電の地盤調査は、アリバイ調査・社会を惑わす無責任調査

でないのか。

●規制委・規制庁に対して

・1996 年に学会誌の地球科学第 50 巻に「新潟県柏崎平野の上部更新統中の火山灰一広域火山灰との対比一」

を承知しているか。承知しているなら、その確認を東電に指示したか。承知して確認を指示しなかったならその

理由は何か。今後確認を指示するのか。

・論文を承知しなかったなら、今後論文の記載内容を確認するか。東電に確認を指示するか。

●新潟県・柏崎市・刈羽村に対して

・東電が調査し見解を発表した露頭も、荒浜砂丘研究グループが調査し見解を発表した露頭も、柏崎市や刈羽

村に位置し、新潟県に存在している。

事実関係の調査を、新潟県・柏崎市・刈羽村で実施すべきであると考えるが、実施するか。

参考に、地球科学第50巻に「新潟県柏崎平野の上部更新統中の火山灰一広域火山灰との対比一」を添付する。

別 紙
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